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阜
陽
漢
簡
と
呼
ば
れ
る
阜
陽
県
双
古
堆
一
号
墓
よ
り
出
土
し
た
竹
簡

に
は
、
王
・
公
・
侯
・
伯
の
紀
年
を
記
し
た
残
簡
が
若
干
見
ら
れ
、
そ

の
数
は
二
百
片
前
後
で
あ
る
。
我
々
は
、
こ
れ
ら
を
整
理
し
番
号
を

付
け
、
『
年
表
』
と
し
て
集
輯
し
た
。
阜
陽
漢
簡
の
残
存
す
る
各
種
古

籍
の
中
で
も
、
こ
の
『
年
表
』
は
、
破
損
状
況
が
特
に
ひ
ど
く
、
最
も

長
い
も
の
で
も
九
•
五
e
に
す
ぎ
な
い
。
多
く
の
残
片
は
五
8
に
足
ら

ず
、
わ
ず
か
に
一
、
二
字
を
残
す
の
み
で
あ
る
。
竹
簡
の
破
壊
が
こ
の

よ
う
な
有
様
な
の
で
、
す
で
に
簡
冊
と
し
て
の
本
来
の
姿
に
完
全
に
復

原
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
我
々
は
、
た
だ
残
存
す
る
材
料
を

も
と
に
し
て
、
二
、
三
の
零
細
な
考
証
と
推
測
を
な
し
、
こ
れ
ら
の
簡

①
 

書
に
関
心
を
よ
せ
る
友
人
達
の
参
考
に
供
す
る
の
み
で
あ
る
。

さ
て
漢
以
前
の
紀
年
材
料
と
し
て
は
、
文
献
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
例

え
ば
『
帝
王
諸
侯
年
譜
』
『
古
来
帝
王
年
譜
』
『
太
古
以
来
年
紀
』
の

類
の
譜
牒
•
世
本
・
紀
年
の
書
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
、
現
在
で
は
皆

亡
失
し
た
と
言
わ
れ
る
。
現
在
残
っ
て
い
る
の
は
、
司
馬
遷
の
整
理
編

阜

陽

漢

簡

『
年
表
』

阜
陽
漢
簡
の
『
年
表
』
の
下
限
に
つ
い
て
、
我
々
は
、
秦
の
始
皇
時

整

理

札

記

ヽ

纂
に
よ
る
『
史
記
』
の
三
代
世
表
・
十
二
諸
侯
年
表
・
六
国
年
表
等
が

あ
る
の
み
で
あ
る
。
晉
代
に
汲
郡
の
戦
国
魏
国
の
大
墓
が
盗
掘
さ
れ
、

大
量
の
古
籍
が
出
土
し
、
そ
の
中
に
『
紀
年
』
十
三
篇
が
あ
っ
た
。
し

か
し
、
こ
れ
も
宋
以
後
ま
た
亡
く
な
っ
た
。
現
在
で
は
近
代
人
が
各

種
の
侠
本
を
集
め
た
も
の
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
一
九
七
五
年
湖
北
省

雲
夢
県
睡
虎
地
よ
り
大
量
の
秦
代
竹
簡
が
出
土
し
、
そ
の
中
に
『
編
年

記
』
一
巻
が
あ
り
、
秦
の
昭
王
元
年
（
紀
元
前
―
―
1
0六
年
）
か
ら
、
秦
始

皇
三
十
年
（
紀
元
前
ニ
―
七
年
）
ま
で
の
大
事
を
記
し
て
い
る
。
阜
陽
漢

簡
の
『
年
表
』
は
、
汲
蒙
竹
書
の
後
発
見
さ
れ
た
最
も
重
要
な
紀
年
材

料
の
―
つ
で
あ
り
、
破
損
が
甚
だ
著
し
い
の
が
惜
し
ま
れ
る
と
こ
ろ
で

あ
る
が
、
そ
の
価
値
は
大
き
く
評
価
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

『
年
表
』
の
起
結

〔
翻
訳
〕

胡

平

生

田

中

幸
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と
定
め
た
。
秦
の
二
世
の
記
載
の
あ
る
材
料
は
ま
だ
発
見
さ
れ
て
い
な

、。し
い

N
0
五
三
：
始
皇
帝

簡
文
の
「
帝
」
以
下
は
す
で
に
損
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
記
さ
れ
て
い

る
と
思
わ
れ
る
年
数
は
わ
か
ら
な
い
。
秦
王
巖
政
は
そ
の
二
十
六
年

（
紀
元
前
二
ニ
―
年
）
に
、
初
め
て
天
下
を
併
合
し
、
自
ら
「
始
皇
帝
」

と
称
し
た
。
し
か
し
『
史
記
』
六
国
年
表
は
、
巖
政
元
年
よ
り
と
き
を

移
さ
ず
「
始
皇
帝
」
と
称
し
た
と
す
る
。
故
に
、
こ
の

N

0
五
三
が

「
二
十
六
年
」
の
前
を
指
す
も
の
な
の
か
、
或
い
は
「
二
十
六
年
」
の

後
を
指
す
も
の
な
の
か
、
結
局
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し

な
が
ら
『
年
表
』
に
す
で
に
「
悼
襄
王
」

(
N
-
―
二
）
が
見
え
る
。
こ

れ
は
、
当
然
「
趙
の
悼
襄
王
」
と
考
え
ら
れ
、
彼
が
秦
王
政
十
一
年

（
紀
元
前
二
三
六
年
）
に
死
亡
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
我
々
は
『
年
表
』

は
総
じ
て
秦
の
始
皇
が
中
国
を
統
一
し
て
か
ら
害
か
れ
た
も
の
と
信
じ

る
。
も
っ
と
極
端
に
言
え
ば
、
秦
末
に
書
か
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
話
し
て
く
る
と
、
『
年
表
』
は
、
別
表
と
つ
な
い
で
読
む
こ

と
が
で
苔
る
。
「
別
表
」
と
は
、
阜
陽
漠
簡
中
の
別
の
紀
年
残
簡
を
指
す

の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
書
風
が
粗
野
で
奇
糊
な
も
の
で
あ
り
、
『
年

表
』
の
俊
逸
秀
美
な
風
格
と
は
全
く
違
い
、
記
す
と
こ
ろ
も
秦
末
漢
初

の
事
で
あ
り
、
体
例
も
『
年
表
』
と
は
違
う
。
わ
ず
か
に
二
十
余
片
を

残
す
の
み
で
、
我
々
は
こ
れ
ら
の
残
簡
を
『
大
事
記
』
と
し
、
『
年
表
』

③
 

と
は
区
別
し
て
い
る
。

『
年
表
』
の
上
限
に
関
し
て
、
最
も
信
頼
で
き
る
材
料
は
、

③
 

②

N
0
一
三
：
熊
薗
九

で
あ
る
。

楚
王
熊
謳
は
、
『
史
記
』
楚
世
家
で
は
、
「
熊
喘
」
と
し
、
十
二
諸
侯

年
表
で
は
、
「
熊
那
」
と
す
る
。

索
隠
に
は
、

圏
音
郡
、
亦
作
「
嗚
」
。

と
あ
る
。
こ
の
索
隠
が
参
照
し
た
古
本
に
は
「
熊
圏
」
と
な
っ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
り
、
阜
陽
簡
と
同
じ
で
あ
る
。
熊
聞
の
在
位
は
、
周
の
宣

王
二
十
九
年
炉
ら
三
十
七
年
ま
で
（
紀
元
前
七
九
九
し
七
九
一
年
）
の
九
年

間
で
あ
る
。

N
0
一
三
の
簡
中
の
「
九
」
が
、
熊
園
の
在
位
年
数
が
九

年
で
あ
る
こ
と
を
記
し
た
も
の
な
の
か
、
そ
の
九
年
目
を
指
し
て
い
る

も
の
な
の
か
、
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
（
後
を
参
見
。
）

「
熊
温
九
」
の
年
代
よ
り
更
に
早
い
と
考
え
ら
れ
る
材
料
に
は
、

⑱

N
0
八
三
：
一
熊

□

が
あ
る
。

こ
の
「
熊
」
の
下
の
字
は
、
左
上
角
に
「
豹
」
が
残
存
し
て
お
り
、

「
御
」
で
あ
ろ
う
。
熊
徊
は
、
熊
園
の
父
で
あ
り
、
そ
の
在
位
は
、
周

の
宣
王
七
年
か
ら
二
十
八
年
ま
で
（
紀
元
前
八
ニ
―
し
八
0
0年
）
の
二
十

二
年
間
で
あ
る
。

④

N
0
五
0
：
一
秦
壮
公

「
壮
」
は
、
「
荘
」
に
通
ず
る
。
秦
の
荘
公
の
在
位
は
、
周
の
宣
王
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七
年
か
ら
周
の
幽
王
四
年
ま
で
（
紀
元
前
八
ニ
―
し
七
七
八
年
）
の
四
十
四

年
間
で
あ
る
。
こ
の
残
簡
は
、
誼
号
の
前
に
国
名
を
つ
け
て
お
り
、

『
年
表
』
で
は
あ
ま
り
例
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
秦
の
荘
公
元
年
を
記

し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
あ
り
、
こ
の
年
は
す
な
わ
ち
楚
王
熊
徊
元

年
で
あ
る
。

伺

N
0
五
六
：
藍
侯

『
史
記
』
に
よ
れ
ば
、
「
鷲
侯
」
は
四
人
い
る
。

m
衛
の
蓋
侯
。
そ
の
在
位
は
、
周
の
属
王
二
十
四
年
か
ら
周
の
宣

王
十
五
年
ま
で
（
紀
元
前
八
五
四
し
八
一
三
年
）
の
四
十
二
年
間
で
あ

る。

佃
晉
の
箇
侯
。
そ
の
在
位
は
、
共
和
二
年
か
ら
周
の
宣
王
五
年
ま

で
（
紀
元
前
八
四
〇
し
八
二
三
年
）
の
十
八
年
間
で
あ
る
。

皿
燕
の
驚
侯
。
そ
の
在
位
は
、
周
の
宣
王
二
年
か
ら
一
1-
＋
七
年
ま

で
（
紀
元
前
八
二
六
し
七
九
一
年
）
の
三
十
六
年
間
で
あ
る
。

佃
察
の
蟄
侯
。
そ
の
在
位
は
、
周
の
宣
王
十
九
年
か
ら
平
王
九
年

ま
で
（
紀
元
前
八
0
九
し
七
六
二
年
）
の
四
十
八
年
間
で
あ
る
。

こ
れ
ら
四
人
の
蓋
侯
は
、
皆
西
周
晩
期
、
「
共
和
」
前
後
に
政
務
を

執
っ
て
い
る
。

⑧

N
0
四
三
：
診
公
十
ニ
ー
筐

簡
文
の
「
診
」
は
、
「
喝
」
に
作
り
、
山
東
省
臨
祈
県
銀
雀
山
漢
墓
よ

り
出
土
し
た
竹
簡
『
孫
子
兵
法
』
の
「
診
」
の
書
法
と
同
じ
で
あ
る
。

按
ず
る
に
、
「
診
」
は
「
真
」
に
通
ず
る
。
古
代
の
音
で
は
、
こ
の
二

字
は
音
節
の
始
め
に
く
る
音
が
同
じ
で
あ
り
、
真
部
の
字
に
属
し
、
音

韻
も
と
も
に
近
い
。
よ
っ
て
、
「
診
公
」
は
お
そ
ら
く
魯
の
真
＾
ム
で
あ

ろ
う
。
『
史
記
』
に
よ
れ
ば
、
共
和
元
年
（
紀
元
前
八
四
一
年
）
が
魯
の

真
公
十
五
年
、
ま
た
一
説
に
は
十
四
年
で
あ
る
。
故
に
、
こ
こ
で
の

「
十
三
年
」
は
、
共
和
紀
元
の
二
年
前
或
い
は
一
年
前
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
こ
の
年
は
、
宋
の
蓋
公
十
六
年
或
い
は
十
七
年
、
衛
の
蓋
公
十

二
年
或
い
は
十
三
年
で
あ
る
。
「
診
」
は
、
ま
た
「
慎
」
の
仮
借
で
あ

る
と
も
い
え
る
。
戦
国
時
に
は
「
衛
の
慎
公
」
が
い
る
が
、
『
年
表
』

N
0
一
九
に
は
す
で
に
「
慎
」
の
字
が
見
え
る
。
（
例
⑬
を
参
照
）
し
た

が
っ
て
、
我
々
は
「
診
公
十
―
―
-
」
は
魯
の
真
公
十
三
年
で
あ
る
と
推
定

す
る
。上

述
の
材
料
を
研
究
し
て
い
く
に
し
た
が
っ
て
、
我
々
は
、
『
年
表
』

が
『
史
記
』
十
二
諸
侯
年
表
と
た
い
へ
ん
類
似
す
る
こ
と
を
認
め
、
そ

の
記
述
は
共
和
行
政
前
後
よ
り
始
ま
る
。
し
か
し
、
こ
の
中
に
は
ま
だ

解
釈
を
要
す
る
材
料
が
あ
る
。

り

N
0
五
九
：
属
公
舟
四

現
有
の
文
献
資
料
を
調
べ
て
み
る
と
、
共
和
紀
元
前
の
「
属
公
」
に

は
、
魯
の
属
公
が
い
る
。
『
史
記
』
魯
周
公
世
家
は
、
魯
の
萬
公
の
在

位
は
三
十
七
年
間
で
あ
る
と
謂
い
、
三
代
世
表
は
、
そ
れ
は
周
孝
王
時

に
あ
た
る
と
す
る
。
西
暦
で
推
算
す
る
と
、
だ
い
た
い
紀
元
前
九
二
六

l
八
八
九
年
に
な
る
。
も
う
一
人
「
宋
の
属
公
」
が
い
る
が
、
こ
れ
も

ま
た
周
孝
公
時
に
あ
た
る
が
、
在
位
年
数
は
不
詳
で
あ
り
、
し
ば
ら
く

輪
ず
る
こ
と
は
さ
し
ひ
か
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
我
々
は
こ
の
「
属
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公
州
四
」
は
、
恐
ら
く
共
和
紀
元
前
の
「
魯
の
属
公
」
を
指
す
も
の
で

は
な
く
、
戦
国
時
代
の
「
秦
の
属
共
公
」
を
指
す
も
の
で
あ
る
と
考
え

る
。
『
史
記
』
秦
本
紀
及
び
六
国
年
表
は
、
秦
の
腐
共
公
の
在
位
は
三

十
四
年
間
（
紀
元
前
四
七
六
し
四
四
三
年
）
で
あ
る
と
言
う
。
さ
ら
に
、
十

二
諸
侯
年
表
は
こ
れ
を
「
鷹
公
」
と
し
、
先
学
者
の
多
く
も
こ
の
「
共
」

を
つ
け
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
戦
国
時
の
君
王
で
二
字
の
誼
の
者
は
、

史
書
で
は
し
ば
し
ば
一
字
の
認
だ
け
を
用
い
て
い
る
。
こ
れ
は
一
種
の

簡
称
で
あ
る
と
い
え
る
。

N
0
五
九
も
お
お
む
ね
こ
の
よ
う
な
状
況
で

あ
ろ
う
。

⑧

N
0
五
二
：
一
武
王
六

①

Z

―1
0
：
一
成
王

こ
の
「
武
王
」
・
「
成
王
」
は
、
容
易
に
西
周
の
武
王
・
成
王
と
考
え

が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
年
表
』
の
残
簡
に
も
う
一
っ
別
の
材
料

(
N
o
二
六
）
が
あ
り
、
そ
の
上
欄
に
は
「
国
（
昭
）
公
十
」
、
下
欄
に
は

「
武
王
九
」
と
あ
る
。
「
武
王
」
二
字
の
書
法
は

0
五
二
と
全
く
同
じ

も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
武
王
」
は
周
の
武
王
で
は
な
く
、

「
楚
の
武
王
」
で
あ
り
、
「
成
王
」
も
「
楚
の
成
王
」
で
あ
る
。
楚
の

武
王
六
年
（
紀
元
前
七
三
五
年
）
に
は
、
衛
の
荘
＾
ム
が
在
位
二
十
三
年
に

し
て
こ
の
世
を
去
っ
て
い
る
。
楚
の
武
王
九
年
に
、
現
存
す
る
文
献
資

料
中
に
は
、
認
を
「
昭
公
」
と
称
す
る
人
物
を
ま

fe
発
見
し
て
い
な
い
。

こ
の
材
料
は
、
尚
一
歩
進
ん
だ
研
究
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

概
し
て
言
え
ば
、
『
年
表
』
の
紀
年
は
、
西
周
の
共
和
行
政
前
後
よ

二
、
『
年
表
』
の
編
排
体
例

り
始
ま
り
、
秦
の
始
皇
時
、
だ
い
た
い
そ
の
天
下
統
一
後
ま
で
の
も
の

で
あ
る
。

『
年
表
』
の
二
百
に
の
ぼ
る
残
片
が
ど
の
よ
う
に
綴
ら
れ
、
篇
を
な

し
て
い
た
の
か
、
こ
れ
は
、
我
々
が
非
常
に
関
心
を
よ
せ
る
問
題
で
あ

る
。
『
史
記
』
は
、
黄
帝
よ
り
西
周
の
共
和
行
政
ま
で
は
た
だ
「
帝
王

世
国
号
」
を
排
出
す
る
だ
け
で
、
共
和
以
和
以
後
に
な
っ
て
は
じ
め
て

紀
年
が
完
全
に
整
っ
て
い
る
。
十
二
諸
侯
年
表
は
、
主
に
『
春
秋
』
に

従
い
、
六
国
年
表
は
『
秦
記
』
に
従
っ
て
お
り
、
体
例
は
だ
い
た
い
の

と
こ
ろ
似
て
い
る
。
す
べ
て
、
年
代
に
照
ら
し
て
国
を
分
け
、
時
事
を

表
記
し
て
い
る
。

我
々
の
『
年
表
』
の
考
察
に
よ
れ
ば
、
二
百
個
の
簡
片
に
は
お
お
よ

そ
二
種
類
の
性
質
の
全
く
違
う
簡
冊
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
編

排
体
例
も
ま
た
各
自
違
う
。
以
下
そ
れ
ら
を
分
け
て
分
析
を
加
え
て
み

た
い
。甲

種
『
年
表
』
；

年
経
国
緯
で
、
横
に
事
実
を
書
き
加
え
る
。
そ
の
編
排
体
例
は
、
だ

い
た
い
『
史
記
』
十
二
諸
侯
年
表
及
び
六
国
年
表
を
初
彿
さ
せ
る
。
簡

冊
の
最
も
右
側
の
簡
を
、
現
在
我
々
は
「
端
」
と
呼
ぶ
こ
と
を
知
っ
て

い
る
が
、
こ
れ
は
す
な
わ
ち
端
首
の
意
味
で
あ
る
。
こ
の
簡
は
上
か
ら
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下
に
『
年
表
』
の
各
諸
侯
国
名
が
書
き
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
右
か
ら
左

に
時
代
の
早
晩
に
従
っ
て
順
次
紀
年
・
記
事
を
記
し
て
い
な
。
春
秋
戦

国
時
代
は
、
諸
侯
各
国
の
盛
衰
興
壊
の
変
化
が
甚
だ
大
き
く
、
春
秋
時

に
数
十
国
あ
っ
た
諸
侯
が
、
戦
国
時
に
至
っ
て
は
、
数
国
を
残
す
の
み

で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
よ
り
、
我
々
は
甲
種
『
年
表
』
は
春
秋
・
戦
国
の

二
表
に
分
け
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
と
推
測
し
た
が
、
現
在
す
で
に

こ
れ
ら
を
厳
格
に
区
分
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

我
々
は
、
前
節
で
『
年
表
』
の
起
結
に
つ
い
て
指
摘
し
た
が
、
一
年

毎
に
一
簡
を
使
っ
た
と
仮
定
し
て
計
算
す
る
と
、
甲
種
『
年
表
』
は
六

百
簡
余
り
必
要
と
な
り
、
数
量
が
相
当
数
に
の
ぽ
る
と
み
る
こ
と
が
で

き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
発
見
さ
れ
た
関
係
簡
片
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は

な
い
。
こ
れ
は
、
当
然
人
為
的
に
破
壊
さ
れ
た
も
の
が
主
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
の
も
と
も
と
の
篇
幅
が
そ
ん
な
に
長
い
も
の
で
な
か
っ
た

た
め
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。
我
々
は
、
甲
種
『
年
表
』
が
、
『
史
記
』

の
体
例
と
全
く
同
じ
も
の
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
る
。
残
簡

に
記
さ
れ
た
君
主
名
号
紀
年
に
対
す
る
分
析
考
証
を
加
え
る
に
し
た
が

っ
て
、
甲
種
『
年
表
』
は
、
お
お
よ
そ
、
年
を
お
っ
て
排
表
し
て
い
る

も
の
で
は
な
く
、
た
だ
各
国
の
君
王
の
終
始
の
年
及
び
い
く
つ
か
の
大

事
件
の
発
生
し
た
年
の
み
を
記
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

⑩

N
o
o二
：

l

-

昭
公
十
四
一
献
公

『
史
記
』
に
よ
れ
ば
、
周
の
敬
王
十
八
年
（
紀
元
前
五
0
二
年
）
は
、

楚
の
昭
王
十
四
年
で
あ
り
、
鄭
の
献
公
十
二
年
で
あ
る
。
こ
の
年
曹
の

靖
＾
ム
が
卒
去
し
て
い
る
。
我
々
は
『
年
表
』
で
こ
の
年
を
排
出
し
た
理

由
は
、
「
曹
靖
公
卒
」
の
よ
う
な
君
王
の
去
世
、
新
君
の
継
位
の
事
件

が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
と
推
測
す
る
。

仰

N
0
八
四
：
一
康
公
十
二

『
史
記
』
に
は
、
各
国
の
康
公
で
在
位
十
二
年
以
上
の
も
の
が
、
以

下
に
示
す
三
人
い
る
。

田
秦
の
康
公
。
そ
の
在
位
は
、
周
の
襄
王
三
十
二
年
よ
り
匡
王
四

年
ま
で
（
紀
元
前
六
二

0
ふハ
0
三
年
）
の
十
二
年
間
で
あ
る
。
そ

の
卒
年
は
、
ま
さ
し
く
魯
の
文
公
（
在
位
十
八
年
）
の
卒
年
に
あ
た

る。

皿
齊
の
康
公
。
そ
の
在
位
は
、
周
の
威
烈
王
二
十
二
年
よ
り
安
王

二
十
三
年
ま
で
（
紀
元
前
四
0
四
し
三
七
九
年
）
の
二
十
六
年
間
で
あ

る
。
齊
の
康
公
十
二
年
（
紀
元
前
三
九
三
年
）
に
は
魯
の
烈
公
（
在

位
二
十
七
年
）
が
卒
去
し
て
い
る
。

価
鄭
の
康
公
。
そ
の
在
位
は
、
周
の
安
王
七
年
よ
り
烈
王
元
年
ま

で
（
紀
元
前
三
九
五
し
三
七
五
年
）
の
二
十
年
間
で
あ
る
。
鄭
の
康
公

十
二
年
（
紀
元
前
三
八
四
年
）
は
、
秦
の
献
公
元
年
で
あ
り
、
田
齊

の
桓
公
元
年
で
あ
る
。

以
上
三
人
の
「
康
公
」
が
お
り
、
そ
の
十
二
年
に
は
す
べ
て
ち
ょ
う

ど
諸
侯
の
終
始
の
事
件
が
発
生
し
て
お
り
、
恐
ら
く
た
だ
の
「
偶
然
の

一
致
」
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
次
の
例
も
こ
の
種
の
も
の
で
あ
る
。

⑬

No-―-o：
一
苧
unn
公
九
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「
平
呻
」
は
「
霊
」
の
仮
借
で
あ
る
。
諸
侯
の
中
で
「
霊
公
」
と
よ
ば

れ
、
在
位
が
九
年
あ
る
者
は
、
以
下
の
五
人
で
あ
る
。

印
晉
の
霊
公
。
そ
の
九
年
（
紀
元
前
六
ー
ニ
年
）
こ
の
年
は
、
齊
の

諮
公
元
年
で
あ
る
。

価
陳
の
霊
公
。
そ
の
九
年
（
紀
元
前
六
0
五
年
）
こ
の
年
は
、
鄭
の

霊
公
元
年
で
あ
る
。

価
齊
の
霊
公
。
そ
の
九
年
（
紀
元
前
五
七
―
-
＿
年
）
こ
の
年
は
、
晉
の

腐
公
が
そ
の
八
年
に
卒
去
し
て
お
り
、
ま
た
燕
の
武
公
元
年
で
あ

る。

佃
衛
の
霊
公
。
そ
の
九
年
（
紀
元
前
五
二
六
年
）
こ
の
年
は
、
晉
の

昭
公
が
そ
の
六
年
で
卒
去
し
て
お
り
、
ま
た
呉
王
僚
元
年
で
あ
る
。

団
秦
の
霊
公
。
そ
の
九
年
（
紀
元
前
四
一
六
年
）
こ
の
年
は
、
晉
の

幽
公
が
そ
の
十
四
年
で
卒
去
し
て
い
る
。

こ
の
「
霊
公
九
」
が
、
五
人
の
う
ち
誰
を
指
し
て
い
る
の
か
に
か
か

わ
ら
ず
、
ど
の
年
を
と
っ
て
も
、
す
べ
て
君
王
の
即
位
・
改
元
或
い
は

去
世
の
事
件
が
お
こ
っ
て
い
る
。
大
事
を
記
す
た
め
に
そ
の
年
を
取
り

上
げ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、

m
N
0
五
九
「
属
公
州
四
」

な
ど
は
、
我
々
が
す
で
に
こ
の
「
属
公
」
は
秦
の
属
共
公
で
あ
る
と
指

摘
し
た
が
、
そ
の
舟
四
年
は
、
彼
の
卒
年
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、

「
日
蝕
、
昼
晦
、
星
見
」
と
い
う
年
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
次
の
よ
う
な

簡
も
あ
る
。

⑬、

N
1
0
九
：
十
五
一
慎

按
ず
る
に
、
周
の
威
烈
王
十
六
年
（
紀
元
前
四
一

0
年
）
は
、
魏
の
文

侯
十
五
年
で
あ
り
、
韓
武
子
十
五
年
で
あ
り
、
衛
の
慎
公
五
年
で
あ
る
。

こ
の
年
に
も
、
日
蝕
が
発
生
し
て
い
る
。
わ
が
国
の
史
籍
は
、
元
来
自

然
災
異
の
記
録
を
重
視
し
て
お
り
、
「
夫
暦
『
春
秋
』
者
、
天
時
也
、

列
人
事
而
因
以
天
時
。
」
で
あ
る
。
日
蝕
は
、
古
代
に
お
い
て
は
、
重
要

な
災
変
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
も
列
記
さ

れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
も
し
、
我
々
の
考
証
に
誤
り
が
な
け
れ
ば
、
本
来

甲
種
の
復
原
図
を
作
成
す
る
こ
と
炉
可
能
で
あ
る
が
、
材
料
が
破
砕
し

て
お
り
、
互
い
に
連
続
し
な
い
。
そ
の
た
め
、
復
原
す
る
こ
と
の
意
義

は
、
そ
れ
ほ
ど
重
大
で
は
な
く
な
っ
た
。

乙
種
『
年
表
』

『
年
表
』
に
は
、
一
欄
の
中
に
二
人
の
君
王
を
排
列
し
、
そ
の
溢
号

年
数
の
間
に
何
の
標
識
や
隔
断
す
る
も
の
す
ら
も
な
い
残
簡
が
若
干
み

ら
れ
る
。
我
々
は
、
こ
れ
を
同
一
諸
侯
国
の
二
代
に
わ
た
る
君
王
で
、

そ
の
各
自
の
在
位
年
数
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
と
理
解
し
た
。
た
と
え

ば、
⑭

N
0
三
八
：
公
四
簡
公
四
一

⑤
 

⑯

N
0
四
二
：
穆
公
廿
七
濁
叔
一
＿

l

⑯

N
0六
三
：
戴
公
一
文
公
廿
口

が
あ
る
。

N
0
三
八
は
、
齊
の
紀
年
で
あ
り
、
齊
の
悼
公
の
在
位
は
四
年
（
紀
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元
前
四
八
八
し
四
八
五
年
）
で
、
次
に
位
を
継
い
だ
の
は
簡
公
で
あ
り
、

そ
の
在
位
も
ま
た
四
年
（
紀
元
前
四
八
四
し
四
八
一
年
）
で
あ
る
。

N
0
四

二
は
、
晉
の
紀
年
で
あ
り
、
晉
の
穆
侯
の
在
位
は
二
十
七
年
（
紀
元
前

八
一
―
し
七
八
五
年
）
で
、
位
を
継
い
だ
弟
の
殖
叔
の
在
位
は
四
年
（
紀

元
前
七
八
四
し
七
八
一
年
）
で
あ
る
。
簡
文
の
「
四
」
は
、
「
＝
＝
」
の
よ

う
に
四
本
の
横
線
で
書
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
古
文
の
書
法
で
あ
る
。

N
0六
三
は
、
衛
の
紀
年
で
あ
り
、
衛
の
戴
公
の
在
位
は
一
年
（
紀
元

前
六
六
0
年
）
で
、
そ
の
位
を
継
い
だ
衛
の
文
公
の
在
位
は
二
十
五
年

（
紀
元
前
六
五
九
し
六
三
五
年
）
で
あ
る
。
簡
文
の
「
廿
」
以
下
は
、
す
で

に
残
濶
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
明
ら
か
に
乙
種
『
年
表
』
は
、
甲

種
『
年
表
』
と
編
排
方
法
の
違
う
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
ど
う
も
た

だ
君
王
の
実
際
の
在
位
年
数
を
記
し
た
譜
牒
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
表
の
上
下
左
右
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
我

々
は
残
念
な
が
ら
整
理
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
本
の
簡
文
に
つ
い

て
は
、
そ
の
証
拠
を
求
め
る
方
法
は
た
く
さ
ん
あ
る
が
、
今
に
至
っ
て

は
、
完
全
な
解
釈
を
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
、

け

N
0
1
0
：
ロ
一
腐
公
十
五
景
公
四
一

我
々
は
い
ま
だ
一
国
の
諸
侯
で
、
こ
の
よ
う
に
前
後
に
継
承
し
て
い

る
二
人
の
君
王
を
文
献
資
料
で
見
た
こ
と
が
な
い
。
し
か
も
、
上
下
に

墨
で
書
か
れ
た
横
線
が
あ
り
、
隔
断
し
欄
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
、

我
々
を
困
惑
さ
せ
、
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
甲
種
『
年
表
』
に

属
す
る
残
片
の
中
に
も
、
少
な
か
ら
ず
現
有
文
献
の
紀
年
と
大
き
く
く

い
違
う
内
容
の
．
も
の
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
現
象
は
、
春
秋
戦
国
時
期

の
紀
年
の
混
乱
や
矛
盾
、
記
事
の
真
偽
の
入
り
混
っ
て
い
る
状
態
を
反

映
し
て
い
る
。
阜
陽
漢
簡
『
年
表
』
は
、
諸
種
雑
多
な
紛
乱
し
て
い
る

文
献
資
料
に
、
ま
た
事
情
が
混
乱
し
不
明
瞭
な
新
材
料
を
増
添
し
た
。

三
、
記

『
史
記
』
の
諸
表
に
は
、
す
べ
て
記
事
が
あ
り
、
太
史
＾
ム
は
十
二
諸

侯
年
表
の
序
言
に
、

儒
者
断
其
義
、
馳
説
者
駒
其
辞
、
不
務
綜
其
終
始
、
暦
人
取
其
年

月
、
数
家
隆
於
神
運
、
譜
牒
独
記
世
謳
、
其
辞
略
、
欲
一
観
諸
要
難
。

と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
阜
陽
漢
簡
『
年
表
』
は
、
君
王
の
誤
号
•
紀
年

を
記
す
以
外
に
、
極
め
て
簡
略
化
さ
れ
た
記
事
内
容
も
あ
り
、
文
字

は
、
『
史
記
』
の
表
に
比
べ
て
多
く
は
な
い
。
た
と
え
ば
、

⑱

N
o
―
七
：
一
亡
一
桓
公
九

⑲

N
0
ニ
―

.. 
-

―

公

帰

口

⑳

N
一
五
九
：
口
公
十
一
亡

⑳

N
0
四
一
：
口
王
亡
暉

i

こ
の
よ
う
に
『
年
表
』
の
記
事
に
残
っ
て
い
る
こ
と
ば
は
、
余
り
に

簡
単
す
ぎ
て
、
か
え
っ
て
意
味
不
明
で
難
解
な
も
の
と
な
り
、
そ
の
意

味
す
る
と
こ
ろ
も
非
常
に
不
明
瞭
と
な
る
。
さ
て
、
表
中
の
「
亡
」
に

事
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は
、
三
種
の
意
味
が
考
え
ら
れ
る
。

m
「
逃
亡
」
「
出
奔
」
。
『
史
記
』
で
は
、
し
ば
し
ば
「
奔
」
「
出
奔
」

が
用
い
ら
れ
る
が
、
と
き
お
り
「
亡
」
を
用
い
る
。
た
と
え
ば
、
『
史

記
』
十
二
諸
侯
年
表
の
鄭
腐
公
元
年
（
紀
元
前
六
七
九
年
）
に
、

属
公
亡
後
十
七
歳
復
入
。

と
記
す
。
ま
た
、
「
亡
米
」
「
亡
帰
」
「
出
亡
」
等
も
み
ら
れ
る
。

皿
「
滅
亡
」
「
亡
国
」
。
こ
の
意
味
で
は
、
『
史
記
』
は
「
滅
」
を
用
い

る
。
ま
た
、
「
亡
」
も
用
い
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
十
二
諸
侯
年
表
の

秦
の
穆
公
十
九
年
（
紀
元
前
六
四
一
年
）
に
、

梁
好
城
、
不
居
、
民
罷
、
相
驚
、
故
亡
。

と
記
す
。
そ
の
他
、
「
謀
亡
曹
」
「
宋
太
丘
社
亡
」
等
も
み
ら
れ
る
。

圃
「
死
亡
」
の
意
と
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

N
0
四
一
の
「
王
」

の
前
の
一
字
は
、
下
部
に
「
0
早
」
が
残
存
し
て
お
り
、
「
宣
」
で
あ
ろ

う
。
最
後
の
字
は
地
名
で
あ
り
、
残
字
の
右
側
に
さ
ら
に
「
邪
」
が
あ

り
、
「
邸
」
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
宣
王
亡
部
」
と
な
り
、
こ

の
解
読
に
誤
り
が
な
け
れ
ば
、
周
の
宣
王
四
十
六
年
（
紀
元
前
七
八
二
年
）

に
部
地
で
死
亡
し
た
こ
と
を
指
す
。
『
史
記
』
の
正
義
は
、
『
春
秋
』
を

引
用
し
て
、

宣
王
殺
杜
伯
而
無
奉
、
後
三
年
、
宣
王
会
諸
侯
田
干
圃
、
日
中
、
杜

伯
起
干
道
左
、
衣
朱
表
冠
、
操
朱
弓
矢
、
射
宣
王
、
中
心
折
脊
而
死
。

と
い
う
。
ま
た
、
『
国
語
』
に
は
、

杜
伯
射
王
干
部
。

と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
言
っ
て
く
る
と
、

N
0
四
一
の
「
亡
」
は
、
つ

ま
り
「
死
」
の
意
味
で
あ
る
。

N
o
―
七
の
「
亡
」
は
こ
の
字
だ
け
で

一
欄
を
占
め
、
右
側
に
も
う
一
簡
つ
な
い
で
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。
さ

ら
に
、

N
一
五
九
の
「
亡
」
は
、
上
の
「
口
公
十
こ
と
つ
な
い
で
読

む
必
要
が
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
「
亡
」
が
一
体
ど
の
よ
う
な
意
味
な
の

か
、
す
で
に
は
っ
苔
り
さ
せ
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
。

「
帰
」
に
も
三
種
の
意
味
が
考
え
ら
れ
る
。

田
「
返
回
」
。
『
史
記
』
に
は
、
し
ば
し
ば
見
ら
れ
、
例
え
ば
、
十
二

諸
侯
年
表
の
周
の
襄
王
十
四
年
（
紀
元
前
六
三
八
年
）
に
、

叔
帯
復
帰
子
周
゜

と
あ
る
。

曲
使
役
動
詞
の
用
法
で
、
「
送
回
」
の
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
も
、

『
史
記
』
に
は
し
ば
し
ば
見
ら
れ
、
例
え
ば
、
十
二
諸
侯
年
表
の
周
の

襄
王
二
十
二
年
（
紀
元
前
六
三
0
年
）
に
、

（
晉
）
聴
周
帰
衛
成
公
。

と
あ
る
。

価
「
返
還
」
。
占
領
し
た
土
地
等
を
返
遠
す
る
こ
と
を
指
す
。
例
え
ば
、

周
の
定
王
十
八
年
（
紀
元
前
五
八
九
年
）
に
、

齊
帰
我
汝
陽
゜

と
あ
る
。

N
0
ニ
ー
の
「
帰
」
の
下
の
字
は
残
損
し
、
認
識
す
る
こ
と
は

で
き
ず
、
「
帰
」
の
正
確
な
意
味
を
知
る
こ
と
も
非
常
に
困
難
で
あ
る
。

四
、
東
周
・
西
周

『
年
表
』
に
は
、
「
東
周
」
、
「
西
周
」
の
国
号
を
記
し
た
簡
片
が
若
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干
み
ら
れ
る
。

四

N
0
0
四
：
一
西
周
恵
柏

⑳

N
0
0
六
：
口

□
一

□公
六

闘

N
O
O
八

：

ー

ニ

一

西

周

詞

N
O
八
五
：
一
東
周
一

こ
れ
ら
の
簡
は
、
た
い
へ
ん
は
っ
苔
り
し
て
お
り
、
す
べ
て
「
年
経

国
緯
」
の
系
統
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
を
考
え
れ
ば
、
周

の
平
王
が
洛
邑
に
東
遷
し
た
後
の
「
東
周
」
と
東
遷
前
の
縞
京
に
都
し

た
「
西
周
」
を
指
す
も
の
で
は
な
く
、
戦
国
時
期
に
周
の
王
が
都
周
辺

の
地
の
一
部
を
二
つ
に
し
た
「
東
周
」
、
「
西
周
」
の
小
国
を
指
す
。

周
本
紀
に
は
、
「
周
の
考
王
が
そ
の
弟
を
河
南
に
封
じ
、
周
公
の
官
職

を
つ
が
せ
た
。
こ
れ
が
西
周
の
桓
公
で
あ
る
。
桓
公
が
亡
く
な
り
、
そ

の
子
の
威
＾
ム
が
立
っ
た
。
威
＾
ム
が
亡
く
な
る
と
、
そ
の
子
の
恵
公
が
立

っ
た
。
周
の
顕
王
二
年
（
紀
元
前
三
六
七
年
）
に
、
西
周
の
恵
公
は
、
そ

の
末
子
の
班
を
翠
に
封
じ
、
周
王
室
に
仕
え
さ
せ
、
号
し
て
東
周
の
恵

公
と
い
っ
た
。
」
と
記
し
て
い
る
。
東
・
西
周
の
王
室
の
系
統
に
関
す

る
材
料
は
、
非
常
に
限
ら
れ
て
い
る
。

N
0
0
四
の
「
恵
」
の
下
の
字

は
、
「
桓
」
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
た
だ
し
「
恵
桓
」
と
い
う
謳

は
、
文
献
資
料
と
は
一
致
し
な
い
。
こ
の
問
題
に
対
し
て
は
、
我
々
は

し
ば
ら
く
疑
問
と
し
て
残
す
ほ
か
な
い
。

『
史
記
』
六
国
年
表
に
お
い
て
は
、
東
周
・
西
周
は
、
み
な
周
王
紀

年
の
一
欄
に
付
属
し
て
い
る
が
、
阜
陽
漠
簡
『
年
表
』
で
は
、
そ
れ
ら

一
西
周

は
別
々
に
一
欄
を
占
有
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

N
0
0六
で
わ
か
る

よ
う
に
、
表
で
は
、
そ
れ
は
第
一
欄
に
並
べ
ら
れ
て
は
い
な
い
。
共
和

紀
元
よ
り
以
後
で
「
威
公
」
と
号
し
た
者
は
非
常
に
稀
で
あ
る
。
故
に
、

次
の
残
簡
の
「
威
公
」
は
、
西
周
の
君
の
紀
年
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ

る。
⑳

N
O
O
七
：
一
威
公
十
七
一
康
公
十
四

干
琶
『
戦
国
策
年
表
』
は
、
周
考
王
元
年
（
紀
元
前
四
四
0
年
）
を
西

周
の
桓
公
元
年
と
し
、
周
威
烈
王
十
二
年
（
紀
元
前
四
―
二
年
）
を
西
周

⑥
 

の
威
公
元
年
と
す
る
。
我
々
は
、

N
0
0
七
を
も
と
に
し
て
、
こ
こ
に

西
周
の
威
公
の
即
位
改
元
の
年
に
対
す
る
新
し
い
推
測
を
な
す
。

戦
国
初
期
の
「
康
公
」
で
そ
の
在
位
が
十
四
年
以
上
の
者
に
は
、
齊

の
康
公
と
鄭
の
康
公
が
い
る
。
六
国
年
表
で
は
、
齊
の
康
公
十
四
年
を

周
の
安
王
十
一
年
（
紀
元
前
三
九
一
年
）
と
し
、
こ
れ
よ
り
推
算
す
れ
ば
、

西
周
の
威
公
元
年
は
、
周
威
烈
王
十
九
年
（
紀
元
前
四
0
一
年
）
に
あ
た

る
。
鄭
の
康
公
十
四
年
は
、
周
安
王
十
九
年
（
紀
元
前
三
八
一
＿
一
年
）
で
あ

り
、
こ
れ
よ
り
推
算
す
る
と
、
西
周
の
威
公
元
年
は
周
安
王
四
年
（
紀

元
前
三
九
八
年
）
に
な
る
。
こ
の
二
種
類
の
計
算
の
う
ち
ど
ち
ら
が
よ
り

信
頼
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
『
史
記
』
の
六
国
年
表
・
齊
太
公
世
家
・

田
敬
仲
完
世
家
は
、
み
な
「
齊
の
宣
公
五
十
一
年
（
紀
元
前
四
0
五
年
）

に
、
齊
の
大
夫
田
会
が
魔
丘
で
反
乱
を
お
こ
し
た
。
」
こ
と
を
記
す
。

こ
の
年
は
、
周
威
烈
王
二
十
一
年
で
あ
る
。
『
竹
書
紀
年
』
も
ま
た
、

こ
の
事
件
を
記
す
。
『
呂
氏
春
秋
』
不
広
篇
は
、
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齊
攻
屎
丘
。
趙
使
孔
青
将
死
士
而
救
之
、
与
齊
人
戦
、
大
敗
之
。
齊

将
死
、
得
車
二
千
、
得
戸
三
万
以
為
二
京
。
宵
越
謂
孔
青
日
：
惜

突
、
不
如
帰
戸
以
内
攻
之
。
越
聞
之
、
古
善
戦
者
、
沙
随
賞
服
、

却
舎
延
戸
、
車
甲
尽
於
戦
、
府
車
尽
於
葬
。
此
之
謂
内
攻
之
。

と
い
う
。
按
ず
る
に
、
同
書
博
志
篇
に

宵
越
、
中
牟
之
鄭
人
也
。

と
い
い
、
後
十
五
年
間
苦
学
し
て
、
周
の
威
公
の
師
と
な
っ
た
。
こ
こ

に
よ
り
、
宵
越
が
周
の
威
公
の
師
と
な
っ
た
の
は
、
孔
青
に
齊
戸
を
返

す
こ
と
を
教
え
た
の
と
大
体
同
時
で
、
周
の
威
公
の
師
と
い
う
身
分
で

あ
っ
た
た
め
、
孔
青
の
作
法
に
批
評
を
提
言
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま

た
、
学
成
の
後
に
、
高
見
な
卓
識
（
『
呂
麗
』
に
は
こ
れ
を
称
し
て
「
宵
越

可
謂
知
用
文
武
癸
。
」
と
す
る
。
）
を
発
表
し
て
、
周
の
威
公
の
師
と
な
る

こ
と
が
で
吾
た
こ
と
も
わ
か
る
。
仮
り
に
、
彼
が
当
時
な
お
苦
労
し
て

い
る
た
だ
の
「
鄭
人
」
に
す
ぎ
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
も
ち
ろ
ん
趙
の
大

将
に
対
し
て
、
局
外
に
立
っ
て
妄
評
す
る
資
格
な
ど
な
炉
っ
た
で
あ
ろ

う
。
（
椒
田
越
の
時
代
に
関
し
て
は
、
銭
穆
の
『
先
秦
諸
子
繋
年
』
巻
二
宵
越
考
を

参
照
さ
れ
た
い
。
た
だ
し
、
そ
こ
で
引
用
さ
れ
て
い
る
「
博
志
篇
」
の
名
が
、
誤

っ
て
「
貴
志
篇
」
と
な
っ
て
い
る
。
）
し
た
が
っ
て
、

N
0
0
七
の
「
康
公
」

は
、
齊
の
康
公
で
あ
り
、
各
項
史
料
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
推
定
は
、

皆
比
較
的
近
い
も
の
で
あ
り
、
く
い
ち
が
い
も
な
い
。
我
々
は
、

N
o

0
七
よ
り
推
算
し
た
威
公
元
年
が
周
の
威
烈
王
十
九
年
（
紀
元
前
四

0
1

年
）
で
あ
る
こ
と
が
、
今
後
の
東
・
西
周
の
世
系
紀
年
の
研
究
に
お
い

て、

―
つ
の
「
基
準
点
」
と
な
る
こ
と
を
認
め
た
。

五

、

襄

哀

王

次
の
簡
は
、
左
半
分
が
断
ち
切
ら
れ
欠
け
て
い
る
砕
簡
で
あ
り
、
解

読
に
は
か
な
り
の
掛
酌
が
必
要
で
あ
る
。

闘

N
-
―
九
：
庫
原
圧

「
襄
」
は
右
半
分
が
残
存
し
て
お
り
、
『
年
表
』
の
「
悼
襄
王
」
の

「
襄
」
は
「
を
」
に
作
り
、
馬
王
堆
吊
書
『
老
子
』
の
跛
に
は
「
倉
」

に
作
り
、
漢
碑
に
は
「
襄
」
に
作
る
。
字
形
は
み
な
近
い
も
の
で
あ
り
、

「
襄
」
と
釈
し
て
誤
り
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

『
史
記
』
韓
世
家
に
は
、
韓
の
宣
恵
王
が
二
十
一
年
に
卒
去
し
、

太
子
倉
立
、
是
為
襄
王
。

と
記
す
。
集
解
は
徐
広
を
引
用
し
て
、

一
云
周
報
王
六
年
、
韓
迎
哀
王
三
年
、
張
儀
死
。
報
王
九
年
、
裏
哀

王
六
年
、
秦
昭
王
立
。

と
い
う
。
ま
た
、
留
侯
世
家
に
張
良
の
祖
父
の
開
地
は
、

相
韓
昭
侯
、
宣
恵
王
、
襄
哀
王
。

と
あ
る
。
韓
の
襄
王
は
、
「
襄
哀
王
」
と
す
る
こ
と
も
あ
り
、
六
国
年

表
に
よ
れ
ば
、
そ
の
在
位
は
、
周
の
報
王
四
年
か
ら
十
九
年
ま
で
（
紀

元
前
三
一
マ
~
二
九
六
年
）
の
十
六
年
間
で
あ
る
。N
-

―
九
の
「
襄
哀

王
」
は
、
こ
の
韓
王
に
あ
た
る
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
戦
国
時
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代
の
魏
王
の
中
に
も
う
一
人
こ
の
「
迎
哀
王
」
で
あ
る
可
能
性
の
あ
る

王
が
い
る
。

『
史
記
』
魏
世
家
に
、
「
梁
の
恵
王
は
在
位
三
十
六
年
に
し
て
亡
く

な
り
、
そ
の
子
襄
王
が
立
っ
た
。
襄
王
は
在
位
十
六
年
に
し
て
亡
く
な

り
、
子
の
哀
王
が
立
っ
た
。
哀
王
は
在
位
二
十
三
年
に
し
て
亡
く
な
り
、

子
の
昭
王
が
立
っ
た
。
」
と
あ
る
。
な
お
い
く
つ
か
の
見
解
が
あ
る
。

集
解
は
『
竹
書
紀
年
』
を
引
用
し
、
「
恵
成
王
三
十
六
年
に
改
元
し
て
一

年
と
称
し
、
改
元
後
十
七
年
に
し
て
亡
く
な
っ
た
。
」
と
し
て
い
る
。

杜
預
の
『
春
秋
経
伝
集
解
後
序
』
に
は
、
す
な
わ
ち
「
恵
成
王
は
、
改

元
後
十
六
年
に
し
て
亡
く
な
り
、
こ
れ
も
、
諸
紀
年
に
も
と
づ
い
て
い

る
。
」
と
い
う
。
恵
成
王
以
降
、
『
紀
年
』
は
「
今
王
」
と
書
き
、
こ
れ

も
二
十
年
で
終
わ
っ
て
い
る
。
『
世
本
』
は
、
「
恵
王
が
製
王
を
生
み
、

襄
王
が
昭
王
を
生
ん
だ
。
」
と
謂
い
、
哀
王
一
代
の
記
述
が
な
い
。
そ

の
後
、
魏
の
世
系
を
討
論
す
る
者
は
、
諸
説
が
矛
盾
し
て
い
る
こ
と
炉

ら
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
一
端
を
執
っ
て
い
る
。
銭
穆
の
『
先
秦
諸
子
繋
年
』

は
、
消
人
の
黄
式
三
の
説
を
と
り
、

韓
宣
恵
王
之
子
謳
襄
哀
王
、
見
『
留
侯
伝
』
。
魏
恵
成
王
之
子
意
亦

謳
襄
哀
王
、
二
君
斃
同
年
、
亦
同
謳
欺
？
・
史
止
称
製
者
、
正
如
魏
恵

成
王
之
称
恵
王
、
韓
襄
哀
王
之
称
襄
王
也
。
『
史
記
』
既
分
恵
王
之

一
世
為
二
世
、
因
分
襄
哀
之
一
盆
為
二
謳
突
。

と
す
る
。
「
魏
襄
王
魏
哀
王
乃
裏
哀
王
一
君
両
謡
号
」
は
、
そ
の
説

が
最
も
信
頼
で
き
る
と
い
う
。
我
々
も
こ
の
説
に
賛
同
す
る
。
し
た
が

歴
史
家
が
史
書
を
編
纂
す
る
場
合
、
な
お
存
命
の
謳
号
の
な
い
君
王

に
対
し
、
こ
れ
を
「
今
」
と
称
す
る
。
『
年
表
』
に
は
二
例
み
ら
れ
る
。

闘

N
0
二
三
：
口
四
一
今
公
七

⑳

N
0
三
二
：
ロ
一
今
王
七

最
初
、
我
々
は
こ
の
「
今
王
」
、
「
今
公
」
は
、
墓
主
の
夏
侯
竃
及
び

そ
の
父
夏
侯
嬰
に
関
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
た
が
、
そ
の
体
例
・

書
法
が
『
年
表
』
と
似
て
い
る
こ
と
を
考
察
し
、
や
は
り
、
『
年
表
』

の
系
統
の
も
の
と
し
て
と
ら
え
、
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え

こ。f
 漢

以
前
の
史
書
の
中
で
「
今
王
」
と
す
る
例
に
は
、
次
の
よ
う
な
も

の
が
あ
る
。

i
、
『
史
記
』
燕
召
公
世
家
に
、
「
（
燕
考
王
）
三
年
卒
、
子
今
王
喜
立
。
」

と
あ
り
、
そ
の
索
隠
に
、
「
今
王
猶
今
上
也
。
有
作
令
者
、
非

也
、
按
謡
法
無
令
也
。
」
と
あ
る
。
（
ま
た
、
「
令
」
を
「
金
」
に
作

る
本
も
あ
る
が
、
こ
れ
も
誤
り
で
あ
る
。
）

見
『
開
元
占
経
』
巻
―
―
二
は
、
『
竹
書
紀
年
』
を
引
用
し
て
、
「
今

王
四
年
、
碧
陽
君
之
諸
御
産
二
龍
。
」
と
い
う
。
『
竹
書
紀
年
」
の

「
今
王
」
に
関
し
て
は
、
か
つ
て
こ
の
出
土
古
籍
を
親
見
し
た
杜

六
、
今
王
、
今
公

っ
て
、

N
-
―
九
の
「
迎
哀
王
」
は
、

こ
の
魏
王
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
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預
の
『
春
秋
経
伝
集
解
後
序
』
に
、
「
『
紀
年
篇
』
：
・
…
晉
国
滅
、

独
記
魏
事
、
下
至
哀
王
之
二
十
年
。
蓋
魏
之
史
記
也
。
…
…
哀
王

二
十
三
年
乃
卒
。
故
特
不
称
論
、
謂
之
今
王
。
」
と
あ
る
。
さ
ら

に
『
史
記
』
魏
世
家
の
集
解
は
荀
励
の
説
を
引
用
し
て
、
「
和
嬌

云
：
『
紀
年
』
起
自
黄
帝
、
終
於
魏
之
今
王
。
今
王
者
、
魏
恵
成

王
之
子
。
」
と
い
う
。

出
、
『
史
記
』
趙
世
家
の
集
解
は
、
徐
広
の
説
を
引
用
し
て
、
「
『
世

本
』
云
考
成
王
丹
生
悼
襄
王
値
、
偲
生
今
王
遷
。
年
表
及
史
考
趙

遷
皆
無
謳
。
」
と
い
う
。
索
隠
に
は
、
「
徐
広
云
王
遷
無
謳
、
今
惟

此
独
称
幽
謬
王
者
、
蓋
秦
滅
趙
之
後
、
人
臣
窺
追
虚
之
、
太
史
公

或
別
有
所
見
而
記
之
也
。
」
と
あ
る
。

•
I
V、『
晏
子
春
秋
』
巻
四
内
篇
問
下
晏
子
使
晉
、
晉
平
公
問
先
君

得
衆
若
何
、
晏
子
対
以
如
美
淵
沢
第
十
五
に
は
、
「
（
晉
平
）
公
又

⑦
 

問
日
：
請
問
荘
公
与
今
執
賢
？
」
と
あ
る
。

＞
、
湖
北
省
雲
夢
県
睡
虎
地
秦
簡
の
『
編
年
記
』
に
、
「
今
元
年
」

と
あ
る
。
こ
れ
は
、
秦
王
廠
政
元
年
を
指
す
。
整
理
小
組
は
、

「
今
」
は
す
な
わ
ち
「
今
上
」
、
「
今
王
」
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。

遥
常
、
「
今
王
」
と
は
、
本
国
の
人
民
が
本
国
の
在
位
君
王
に
対
す

る
呼
称
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
陳
夢
家
は
、
『
六
国
紀
年
』
の
中
で
、

『
竹
書
紀
年
』
が
魏
人
の
史
記
で
あ
り
、
魏
王
の
ま
だ
卒
去
し
て
い
な

い
者
を
今
王
と
称
し
た
こ
と
を
も
と
に
、
『
世
本
』
が
、
趙
王
遷
を
今

王
遷
と
称
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
は
趙
人
の
書
で
あ
る
と
推
測
し
た
。

仮
り
に
こ
の
説
が
成
り
立
つ
と
す
れ
ば
、
『
年
表
』
の
「
今
王
」
を
ひ

と
た
び
考
証
す
る
こ
と
が
で
苔
れ
ば
、
そ
れ
が
ど
こ
の
国
の
史
害
で
あ

る
か
を
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
も
う
一
度
仔
細
に
推
敲

す
る
と
、
こ
の
説
に
も
疑
問
の
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

ま
ず
、
『
史
記
』
燕
召
公
世
家
の
称
す
る
「
今
王
喜
」
、
こ
れ
が
問
題

で
あ
る
。
太
史
公
は
、
六
国
年
表
の
序
に
、

秦
既
得
意
、
焼
天
下
詩
書
、
諸
侯
史
記
尤
甚
、
為
其
有
所
刺
磯
也
。

詩
書
所
以
復
見
者
、
多
蔵
人
家
、
而
史
記
独
蔵
周
室
、
以
故
滅
。
惜

哉
、
惜
哉
ー
・
独
有
秦
記
、
叉
不
載
日
月
、
其
文
略
不
具
。
…
…
余
於

是
因
秦
記
、
踵
春
秋
之
後
、
起
周
元
王
、
表
六
国
時
事
、
記
二
世
、

凡
二
百
七
十
年
、
著
諸
所
聞
興
壊
之
端
。

と
い
う
。
司
馬
遷
の
説
く
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
諸
侯
各
国
の
史
記
は
、

す
べ
て
秦
人
に
よ
り
焼
き
払
わ
れ
、
燕
の
史
記
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。

燕
の
史
記
が
す
で
に
存
在
し
な
い
の
に
、
い
っ
た
い
誰
が
「
今
王
喜
」

と
称
す
る
こ
と
が
で
苔
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
仮
り
に
、
こ
の
「
今
王
喜
」

は
、
『
秦
記
』
に
し
た
が
っ
て
引
用
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

本
国
の
人
が
本
国
の
在
位
君
王
を
「
今
王
」
と
称
し
た
と
い
う
旧
説
は
、

成
立
し
え
な
い
こ
と
に
な
る
。

次
に
、
『
年
表
』
に
出
て
苔
た
「
今
王
」
と
「
今
公
」
で
あ
る
が
、

た
と
え
「
今
王
」
が
落
着
し
た
と
し
て
も
、
「
今
公
」
は
ど
の
よ
う
に

解
釈
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
天
に
二
日
な
く
、
国
に
二
君
な

し
。
」
で
あ
る
。
ど
う
し
て
、
一
国
の
中
に
す
で
に
一
人
「
今
王
」
が
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い
る
の
に
、
ま
た
一
人
「
今
公
」
が
い
る
と
い
え
る
の
か
。
こ
う
し
て

み
て
く
る
と
、
陳
夢
家
の
推
論
の
前
提
が
成
立
し
な
い
こ
と
に
な
り
、

『
世
本
』
も
必
ず
し
も
趙
人
の
書
で
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
我

々
も
「
今
王
」
、
「
今
公
」
に
よ
り
、
こ
の
『
年
表
』
が
ど
の
国
の
史
書

で
あ
る
か
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。

戦
国
末
年
、
「
公
」
と
称
し
た
諸
侯
は
魯
国
の
み
で
あ
る
。
六
国
年

表
は
、
魯
の
頃
公
元
年
が
周
の
報
王
四
十
三
年
（
紀
元
前
二
七
二
年
）
で

あ
り
、
秦
の
昭
襄
王
三
十
五
年
で
あ
り
、
楚
の
頃
襄
王
二
十
七
年
で
あ

る
と
す
る
。
秦
の
荘
襄
王
元
年
は
、
す
な
わ
ち
魯
の
頃
公
二
十
四
年
で

あ
り
、
楚
の
考
烈
王
十
四
年
で
、
紀
元
前
二
四
九
年
と
い
う
こ
と
に
な

り
、
魯
周
公
世
家
に
は
、

楚
考
烈
王
伐
滅
魯
。
頃
公
亡
、
遥
於
下
邑
、
為
家
人
、
魯
絶
祀
。
頃

公
卒
千
何
゜

と
あ
る
。
魯
国
が
滅
ん
だ
時
、
頃
＾
ム
は
ま
だ
存
命
で
、
仮
り
に
、
（
趙

遷
の
王
盆
号
「
幽
謬
」
が
そ
れ
ほ
ど
人
に
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
と
同
様
に
）

『
年
表
』
の
作
者
が
、
頃
公
が
い
つ
卒
去
し
た
の
か
、
ま
た
死
後
何
と

盆
さ
れ
た
の
か
と
い
う
結
果
を
知
ら
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
『
年
表
』

で
、
魯
の
頃
＾
ム
を
「
今
公
」
と
称
し
て
も
、
さ
ほ
ど
不
思
議
な
こ
と
で

は
な
い
。
『
史
記
』
に
よ
れ
ば
、
魯
の
頃
公
七
年
（
紀
元
前
二
六
六
年
）

は
、
趙
の
恵
文
王
（
在
位
三
十
三
午
）
の
卒
年
に
あ
た
る
。
我
々
が
す
で

に
前
で
論
じ
た
よ
う
に
、
『
年
表
』
の
体
例
は
、
君
王
の
終
始
の
事
件

の
あ
っ
た
年
代
を
並
べ
出
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
「
今
公
七
」

が
「
魯
の
頃
公
七
年
」
の
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
『
年
表
』
の
体
例

と
一
致
す
る
。
し
か
し
、

N
0
二
三
の
「
今
公
七
」
の
上
に
は
、
も
う

一
欄
あ
り
、
「
四
」
の
字
が
残
存
し
て
お
り
、
現
有
の
各
種
文
献
と
は

合
わ
な
い
。
つ
ま
り
、
魯
の
頃
公
七
年
に
呼
応
す
る
在
位
四
年
或
い
は

十
四
、
二
十
四
年
等
の
年
数
の
君
王
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
総
じ
て
言

え
ば
、
「
今
公
」
が
魯
の
頃
公
を
指
す
か
ど
う
か
は
問
題
で
は
な
く
、
い

ず
れ
に
し
て
も
‘
―
つ
の
『
年
表
』
中
に
同
時
に
現
わ
れ
る
一
人
の

「
今
王
」
、
一
人
の
「
今
公
」
と
は
、
同
一
国
の
君
王
で
は
な
い
と
考

え
ら
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
我
々
は
史
書
で
は
た
だ
本
国
の
当
時
の
在

位
君
王
を
「
今
王
」
と
称
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
他
の
諸
侯
各
国

の
存
命
の
君
王
、
あ
る
い
は
す
で
に
卒
去
し
た
が
ま
だ
盆
の
な
い
君
王

も
す
べ
て
「
今
」
と
称
し
た
と
い
っ
て
よ
い
と
結
論
す
る
。
仮
り
に
、

こ
の
想
像
に
て
ら
し
て
、
我
々
が
『
秦
記
』
を
秦
王
嵐
政
十
九
年
（
紀

元
前
ニ
ニ
八
年
）
に
定
め
ら
れ
た
紀
年
の
書
式
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ち
ょ

う
ど
よ
い
「
今
王
」
の
例
が
い
く
つ
か
み
ら
れ
る
。

（
今
）
十
九
（
秦
）

景
潜
王
十
五
（
魏
）

（韓）

今
王
遥
八
、
亡
（
楚
）

幽

王

十

（

楚

）

（
今
王
）
二
十
七
（
燕
）

（
今
王
）
三
十
七
（
齊
）
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魏
の
景
潜
王
、
楚
の
幽
王
は
こ
の
年
世
を
去
り
、
故
に
謬
を
を
称
し
、

韓
は
こ
の
二
年
前
に
滅
亡
し
て
お
り
、
趙
王
遷
は
秦
軍
に
よ
り
捕
虜
と

な
り
、
国
は
滅
ん
だ
が
、
人
は
ま
だ
死
ん
だ
わ
け
で
は
な
く
、
故
に

「
今
王
」
と
称
し
、
特
別
に
指
摘
し
て
い
る
。
燕
、
齊
両
国
の
君
「
今

王
喜
」
と
「
今
王
建
」
は
、
そ
の
元
年
に
列
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
で

は
た
だ
年
数
の
み
を
記
す
。
秦
王
は
た
だ
「
今
」
と
称
し
、
こ
れ
も
そ

の
元
年
に
注
出
し
、
雲
夢
睡
虎
地
秦
簡
『
編
年
記
』
に
見
え
る
。
類
似

の
資
料
が
、
も
し
も
後
人
に
よ
り
移
録
さ
れ
た
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
四

人
の
「
今
王
」
が
い
る
は
ず
で
あ
る
。
本
当
に
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ

る
か
ど
う
か
は
、
今
後
の
材
料
の
出
土
を
見
ま
も
る
必
要
が
あ
る
。

阜
陽
漢
簡
『
年
表
』
は
、
第
二
代
汝
陰
侯
夏
侯
鼈
の
塞
よ
り
出
土
し
、

そ
れ
は
だ
い
た
い
漢
の
文
帝
十
五
年
（
紀
元
前
一
六
五
年
）
に
埋
葬
さ
れ
、

司
馬
遷
の
編
纂
し
た
『
史
記
』
の
諸
表
に
比
べ
、
六
、
七
十
年
早
い
。

『
年
表
』
を
整
理
・
研
究
す
る
に
際
し
、
我
々
を
困
ら
せ
た
の
は
、
そ

の
内
容
の
多
く
が
、
『
史
記
』
の
諸
表
と
一
致
せ
ず
、
そ
の
上
そ
の
他

の
文
献
資
料
と
も
一
致
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、

闘

N
0
一
六
：
ロ
一
霊
公
五
一
文
公
五
一
穆
公
口

「
muou

（
霊
）
」
の
右
半
分
は
、
す
で
に
損
わ
れ
て
お
り
、
「
公
」
は
わ
ず

か
に
左
の
一
払
い
の
み
が
残
存
す
る
。
最
後
の
欄
の
「
穆
公
」
の
下
の

横
線
は
は
っ
き
り
し
て
お
り
、
そ
の
下
に
ま
だ
残
画
が
あ
り
、
「
五
」

の
字
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
現
有
の
各
種
材
料
を
入
念
に
調
べ
て
も
、

こ
れ
と
一
致
す
る
同
時
在
位
の
、
ま
た
紀
年
数
が
う
ま
く
一
致
す
る
諸

侯
君
王
を
捜
し
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
た
め
、
『
年
表
』
の
作
者
を
想
定
す
る
こ
と
は

ほ
と
ん
ど
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。
『
年
表
』
中
に
み
ら
れ
る
「
始
皇

帝
」
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
が
『
秦
記
』
の
系
統
に
属
す
る
と
い
う

こ
と
も
考
え
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
、
『
秦
記
』

を
も
と
に
し
て
編
纂
さ
れ
た
『
史
記
』
六
国
年
表
と
一
致
し
な
い
な
ら

ば
、
そ
の
他
の
可
能
性
も
存
在
し
得
る
。
た
と
え
ば
、
正
式
な
周
室
の

官
本
の
『
史
記
』
の
ほ
か
に
、
半
官
本
或
い
は
民
間
の
『
史
記
』
が
存

在
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
秦
が
天
下
の
書
を
焼
い
た
と
は

い
っ
て
も
、
司
馬
遷
が
言
う
よ
う
に
完
全
に
焼
き
尽
し
て
し
ま
っ
た
わ

け
で
は
な
く
、
諸
侯
の
史
記
の
中
に
も
、
あ
る
い
は
幸
運
に
も
そ
の
難

を
免
れ
た
も
の
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
、
等
等
。
『
世
本
』
の
成
立

に
関
し
て
は
、
劉
知
幾
の
『
史
通
』
外
篇
に

楚
漢
之
際
、
有
好
事
者
、
録
自
古
帝
王
公
侯
卿
大
夫
之
世
、
終
乎
秦

末
、
号
日
『
世
本
』
。

と
あ
る
。
好
事
者
が
『
世
本
』
を
編
集
し
た
と
し
た
ら
、
当
然
好
事
者

が
こ
の
『
年
表
』
を
編
纂
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
上
、
漠
初
の

諸
侯
王
国
に
は
、
専
門
の
歴
史
家
が
お
り
、
彼
ら
が
国
家
の
歴
史
公
文

書
や
そ
の
他
の
資
料
を
利
用
し
て
、
『
年
表
』
を
修
撰
す
る
こ
と
も
そ

ん
な
に
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
竹
簡
が
余
り
に
も
零
砕
し

て
い
る
た
め
、
こ
れ
ら
は
み
な
た
だ
の
推
測
に
す
ぎ
な
い
。
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註①
阜
陽
漢
簡
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
「
阜
陽
漢
簡
簡
介
」
（
『
文
物
』
一
九
八

三
年
第
二
期
）
参
照
。
す
で
に
発
表
さ
れ
た
材
料
に
つ
い
て
は
、
「
阜
陽
漢

簡
（
蒼
頷
篇
）
」
、
「
阜
陽
漢
簡
（
蒼
頷
篇
）
的
初
歩
研
究
」
（
『
文
物
』
同

上
）
、
『
阜
陽
漢
簡
詩
経
研
究
』
（
上
海
古
籍
出
版
社
・
一
九
八
八
年
）
、
「
阜

陽
漢
簡
（
萬
物
）
」
、
「
（
萬
物
）
略
説
」
（
『
文
物
』
一
九
八
八
年
第
四
期
）

等
が
あ
る
。

②
『
大
事
記
』
の
記
事
は
比
較
的
詳
し
く
、
例
え
ば
、

八
年
発
材
官
詣
東
垣
゜

と
あ
り
、
こ
れ
は
、
『
史
記
』
高
祖
本
紀
に
み
え
る
、

八
年
（
紀
元
前
一
九
九
年
）
、
高
祖
東
撃
韓
王
信
餘
反
寇
於
東
垣
゜

の
こ
と
を
記
し
、
体
例
は
明
ら
か
に
『
年
表
』
と
は
異
な
る
。

③
「
熊
腫
九
」
以
下
に
も
う
一
欄
あ
り
、
字
が
残
っ
て
い
る
。
第
一
字
は
右

側
の
み
残
存
し
て
お
り
、
「
冬
」
で
あ
ろ
う
。
第
二
字
の
右
側
は
「
勿
」
で

あ
ろ
う
。
左
側
に
も
残
痕
が
あ
り
、
「
認
」
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
「
黎
」

で
あ
る
。
第
三
字
は
「
＋
」
で
あ
ろ
う
。
『
史
記
』
秦
本
紀
に
は
、

太
史
公
日
：
秦
之
先
為
巖
姓
、
其
後
分
封
、
以
国
為
姓
、
有
徐
氏
、
邸
氏
、

菩
氏
、
終
黎
氏
・
・
・
・
・
・

と
あ
る
。
『
年
表
』
の
「
熊
園
九
」
以
下
の
残
字
が
、
「
終
黎
氏
」
を
指
す
か

ど
う
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

④
阜
陽
漢
簡
中
に
、
我
々
は
、
背
面
に
「
楷
」
の
字
が
書
か
れ
た
簡
を
発
見

し
た
。
こ
れ
は
、
す
な
わ
ち
「
端
」
の
仮
借
で
あ
り
、
簡
冊
の
は
じ
め
を
表

示
す
る
も
の
で
あ
る
。

⑤
「
穆
」
の
字
は
、
わ
ず
か
に
右
下
の
数
払
い
が
残
っ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。

訳
者

一
関
西
大
学
大
学
院
博
士
前
期
課
程

一

―̀ー―-

著
者

一
国
家
文
物
局
古
文
献
研
究
室
副
研
究
員

-̀ -

「
殉
叔
」
の
第
一
字
は
「
易
」
の
み
が
残
存
し
て
お
り
、
上
古
の
音
で
は
、

こ
の
二
字
は
陽
部
の
字
で
あ
り
、
恐
ら
く
そ
の
音
が
近
い
の
み
で
あ
る
。

⑥
銭
穆
『
先
秦
諸
子
繋
年
』
一
九
五
六
年
香
港
大
学
出
版
社
増
定
本
、
北
京

中
華
書
局
影
印
。

⑦
王
念
孫
の
『
読
書
雑
誌
』
に
は
、
「
請
問
荘
公
与
今
執
賢
？
．
」
の
「
今
」

の
下
に
「
君
」
の
脱
落
が
あ
り
、
よ
っ
て
次
の
文
に
、
「
（
晏
子
）
対
日
：

先
君
荘
公
不
安
静
処
、
楽
節
欽
食
、
不
好
鐘
鼓
…
…
、
今
君
大
宮
室
、
美
壷

謝
•
…
·
。
」
と
あ
る
。
今
、
雲
夢
睡
虎
地
秦
簡
『
編
年
記
』
に
よ
っ
て
こ
れ

が
証
明
さ
れ
、
「
今
」
は
す
な
わ
ち
「
今
君
」
の
略
称
で
あ
り
、
下
文
に

「
今
君
」
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
省
略
さ
れ
て
い
て
も
、
い
な
く
て
も
ど
ち

ら
で
も
よ
い
。
こ
こ
で
は
「
君
」
を
漏
ら
し
た
も
の
と
し
て
対
処
せ
ず
、
増

補
す
る
必
要
は
な
い
。
と
い
う
。
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